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山形県監査委員事務局

山形県監査委員事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年４月１日

山形県代表監査委員 小 山 壽 夫

山形県監査委員事務局規程の一部を改正する訓令

山形県監査委員事務局規程（昭和50年４月県監査委員訓令第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「（以下「局長」という。）」を削り、同項第５号を次のように改める。

(5)専門員

第５条第１項及び第６条第１項中「局長」を｢事務局長｣に改める。

第７条中「局長」を「事務局長」に、「又は」を「又は事務局長が」に改める。

第９条中「局長専決事務」を「事務局長の専決事務」に、「課長専決事務」を「課長の専決事務」に、「、局長

（局長」を「事務局長（事務局長」に、「あつては」を「あつては、」に改める。

別表を次のように改める。

別表

(毎週火・金曜日発行)

課長専決事項事務局長専決事項

１ 所属職員の事務分担の決定及び変更に関するこ

と。

２ 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。

３ 所属職員の勤務を要しない日の振替え及び半日

勤務時間の割振り変更に関すること。

４ 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に

関すること。

５ 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関する

こと。

６ 育児又は介護を行う所属職員の深夜勤務及び時

間外勤務の制限に関すること。

７ 所属職員の休日の代休日の指定に関すること。

１ 事務局職員（事務局長を除く。）の昇格及び昇給

並びに復職時等における号給等の調整に関するこ

と。

２ 事務局長及び課長の旅行命令及び復命に関する

こと。

３ 事務局長及び課長の勤務を要しない日の振替え

及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

４ 育児又は介護を行う事務局長及び課長の深夜勤

務の制限に関すること。

５ 事務局長及び課長の休日の代休日の指定に関す

ること。

６ 事務局長及び課長の休暇の承認に関すること。
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

８ 所属職員の休暇の承認に関すること。

９ 所属職員の育児休業、育児休業の期間の延長、育

児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び

部分休業に係る承認に関すること。

10 所属職員の修学部分休業に係る承認に関するこ

と。

11 所属職員の自己啓発等休業及び自己啓発等休業

の期間の延長に係る承認に関すること。

12 別に定めるものを除き、所属職員の職務に専念

する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可

又は承認に関すること。

13 所属職員の勤務に係る事実証明に関すること。

14 職員証及び職員記章に関すること。

15 事務局職員の扶養親族の認定並びに住居手当、

通勤手当、単身赴任手当及び子ども手当の支給に

ついての確認及び認定並びに支給額の決定及び改

定に関すること。

16 日々雇用職員のうち、技能労務に従事する者で

雇用継続予定期間が15日未満のものの雇用に関す

ること。

17 旅行依頼に関すること。

18 前各項に定めるもののほか、所管事務のうち定

例又は軽易な事項に関すること。

７ 事務局長及び課長の育児休業、育児休業の期間

の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の

延長及び部分休業に係る承認に関すること。

８ 事務局長及び課長の修学部分休業に係る承認に

関すること。

９ 事務局長及び課長の自己啓発等休業及び自己啓

発等休業の期間の延長に係る承認に関すること。

10 職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関す

ること。

11 事務局職員（事務局長を除く。）の営利企業等従

事の許可及び団体役職員就任の承認に関すること。

12 別に定めるものを除き、事務局長及び課長の職

務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸

願の許可又は承認に関すること。

13 事務局長及び課長の勤務に係る事実証明に関す

ること。

14 日々雇用職員（技能労務に従事する者で雇用継続

予定期間が15日未満のものを除く。）の雇用に関す

ること。

15 所管事務の実施計画に関すること。

16 所管事務について必要と認めた場合に関係者を

招致し、又は参集させること。

17 所管事務について調査をし、又は報告を求める

こと。

18 所管事務に係る通知又は照復に関すること。

19 前各項に定めるもののほか、所管事務のうち重

要な事項に関すること。
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